
 

 

高槻市エコハウス補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、再生可能エネルギーの普及促進及び住宅の環境性能の向

上を促進し、もって地球温暖化防止に寄与するため、高槻市補助金交付規則

（高槻市規則第２９０号）に定めるもののほか、予算の範囲内で行うエコハウ

ス事業に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、使用する用語の意義は、当該各号に定める。 

（1） エコハウス事業 自ら居住する住宅に第４号から第１１号に掲げる機

器（以下「対象機器」という。）を導入することをいう。導入する機器は、自

作品を除く市販のもの、かつ導入前において、使用に供されたものでないも

のに限る。ただし、第４号の導入については、第５号または第６号の同時設

置を、第５号の導入については、第４号の同時設置を必須とする。 

 なお、第４号と第５号または第４号と第６号を同時設置する場合において

は、機器の設置に係る契約のうち、最も早い契約日から起算して９０日以内

に全ての契約を完了するものをいう。 

（2） エコハウス事業の完了日 補助金の交付を受けようとするもの（以下

「申請者」という。）が事業者に対して代金の支払いを完了した日をいう。

ただし、太陽光発電システムを含む申請については、申請者が事業者に対し

て代金の支払いを完了した日又は電力会社と電力受給契約を締結したこと

を証する書類の発行を受けた日のいずれか遅い日をいう。 

（3） 住宅 人の居住の用に供する建物であって、人の居住の用に供する部分

の床面積が当該建物の延べ床面積の２分の１以上であるものをいう。 

（4） 太陽光発電システム 住宅の屋根等へ設置する太陽光を利用して発電

を行うシステムで、低圧配電線と逆潮流有りで連系しているものをいう。 

（5） 蓄電池 定置用のリチウムイオン蓄電池であって、蓄電容量が１kWh 以

上のものをいう。 

（6） V2H 電気自動車（EV）及びプラグインハイブリッド自動車（PHV・

PHEV）の車両に搭載された蓄電池の電力を住宅で使用するためのシステム

をいう。 

（7） 太陽熱利用システム 住宅の屋根等への設置に適した太陽熱エネルギ

ーを集めて給湯に利用する太陽熱温水器又は不凍液等を強制循環する太陽

熱エネルギーの集熱器と貯熱槽等から構成され、給湯や冷暖房に利用するソ



ーラーシステムをいう。 

（8） ペレットストーブ 木質ペレット（製材過程で発生する端材等を活用し、

粉砕したものを円筒状に固めたもの。）を燃料として使用する設計及び仕様

の暖房機のことをいう。 

（9） 窓の断熱改修 施工業者に委託して行う住宅の外気に接する窓の断熱

を目的とし、次に掲げるいずれか若しくは組み合わせをもって改修するもの

をいう。ただし、新築住宅における工事及び増築は対象外とする。 

ア 複層ガラスへの交換（複数の板ガラスの間を密封した窓ガラスをい

う。） 

イ 内窓の新設（既存窓の内側に、新たに窓を新設するものをいう。） 

（10） 家庭用燃料電池式コージェネレーション 燃料電池ユニット及び貯湯

ユニットから構成される電気及び熱の供給を主な目的とする家庭用システ

ムをいう。 

（11） 雨水貯留タンク 雨水を貯留するため住宅の敷地内に設置される有効

容量８０リットル以上の設備をいう。 

 

（補助対象者、補助事業及び補助対象経費） 

第３条 高槻市エコハウス補助金交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要

件をすべて満たす者とする。 

（1） 自ら居住する住宅に前年度の４月１日以降に対象機器の設置に係る契

約を自ら締結し、別に定める期間にエコハウス事業を完了した者であること。

ただし、市長が認める場合は、この限りではない。 

（2） 市内申請住所に居住し、かつ高槻市の住民基本台帳に記載されているこ

と。 

（3） 納期限が到来している市税を完納していること（住宅の共同所有者を含

む。）。 

（4） 住宅の所有者全員から機器設置について同意が得られていること。 

（5） 補助金の交付を受けようとする対象機器を導入する住宅が、過去に同一

の対象機器について高槻市による補助金の交付を受けたことがない、もしく

は高槻市エコハウス補助金の交付申請中でないこと。 

（6） 太陽光発電システムを導入する場合においては、電力会社と余剰買取の

電力受給契約を締結した者であること。 

２ 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 

（1） 高槻市暴力団排除条例（平成２５年高槻市条例第３３号）第２条第２号

に規定する暴力団員 

（2） 高槻市暴力団排除条例（平成２５年高槻市条例第３３号）第２条第３号



に規定する暴力団密接関係者 

３ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、前条

第１号に掲げるエコハウス事業とする。 

４ 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、機器本体及

び設置に係る費用（消費税等額を含まない。）から本補助金の他に交付を受け

た、あるいは受ける予定の補助金の額を減じた額とする。なお、自らが設置す

る場合、機器本体に係る費用（消費税等額を含まない。）から本補助金の他に

交付を受けた、あるいは受ける予定の補助金の額を減じた額とする。 

 

（補助金の額） 

第４条 エコハウス事業に係る補助金の額は、予算の範囲内において、各補助対

象経費に３分の１を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てた額とする。）とし、その合計額を交付する。ただし、

各対象機器の補助上限額は次のとおりとする。 

（1） 太陽光発電システムと蓄電池 １０万円 

（2） 太陽光発電システムと V2H  １０万円 

（3） 太陽熱利用システム １０万円 

（4） ペレットストーブ １０万円 

（5） V2H ５万円（第２号を適用したものは除く） 

（6） 窓の断熱改修 ５万円 

（7） 家庭用燃料電池式コージェネレーション ３万円 

（8） 雨水貯留タンク １万円 

 

（補助金の交付申請及び実績報告） 

第５条 申請者は、エコハウス事業の完了日から起算して３１日以内（ただし市

長が認める場合はこの限りではない）に高槻市エコハウス補助金交付申請兼

実績報告書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

（1） 機器の設置等に係る契約書（雨水貯留タンクは発注や受注等の契約に

代わる行為があったことが分かる書類でも可） 

（2） 補助対象経費の金額及び内訳が確認できる見積書等の写し 

（3） 領収書の写しまたは申請者が事業者に補助対象機器の代金支払いを完

了したことを証明する書類 

（4） 対象機器の型式・仕様などが確認できるカタログ、仕様書等 

（5） 対象機器の設置図 

（6） 対象機器の設置前のカラー写真（窓の断熱改修のみ） 



（7） 対象機器の設置後のカラー写真で、機器等の全体を把握できるもの 

（8） 電力会社との電力受給契約書類の写し（太陽光発電システム導入の場合

のみ） 

（9） 申請者以外の住宅の所有者全員の同意書（様式第２号） 

（10） 住民票の写し（発行日から起算して３１日以内のもの。） 

（11） 高槻市税に係る完納証明書（発行日から起算して３１日以内のもの。た

だし、住宅の所有者が複数存在する場合は、住宅の所有者全員のもの。） 

（12） 要件確認申立書（様式第３号） 

（13） 平面図（店舗兼住宅の場合のみ） 

（14） その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の申請受付は、直接持参の方法により先着順に行う。 

 

（交付又は不交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申

請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、次に掲げる

事項について調査し、補助金を交付すべきであると認めたときは、速やかに補

助金の交付を決定する。 

（1） 法令、条例及び規則に違反していないこと。 

（2） 予算の範囲内であること。 

（3） 補助事業の目的及び内容が適正であること。 

（4） 補助対象経費及び補助金の額の算定に誤りがないこと。 

（5） その他市長が必要と認める事項。 

２ 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため、必要があるときは、

補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付を決定す

ることができる。 

３ 市長は、第１項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認

めたときは、速やかに補助金の不交付を決定する。 

４ 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、高槻市エ

コハウス補助金交付決定通知書（様式第４号）又は高槻市エコハウス補助金

不交付決定通知書（様式第５号）により、補助金の交付の可否について、そ

の決定を申請者に対して通知する。 

 

（交付の条件） 

第７条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的

を達成するため、次に掲げる条件を付するものとする。 

（1） 市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助金の交付申請その他の



必要な事項についての確認及び検査を求めたときは、これに協力すること。 

（2） 法令等及びこの要綱を遵守すること。 

 

（エコハウス事業の補助金の請求） 

第８条 第６条第４項の規定により補助金の交付の決定通知を受けた者は、速

やかに高槻市エコハウス補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出しな

ければならない。 

 

（補助金の交付） 

第９条 市長は前条の請求内容を審査し、適正であると認められる場合は補助

金を交付する。 

 

（交付申請の取り下げ） 

第１０条 申請者は、補助金の交付の申請を取り下げようとする場合は、市長

に対し、速やかに高槻市エコハウス補助金交付申請取下届出書（様式第７号）

を提出しなければならない。 

 

（管理） 

第１１条 第９条の規定により補助金の交付を受けた者（以下「補助金被交付者」

という。）は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財

産等」という。）について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０

年大蔵省令第１５号）で定める期間中、善良な管理者の注意をもって管理し、

補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助金被交付者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して３年

間のうちに取得財産等を処分しようとするときは、財産処分届出書（様式第８

号）を市長に対して提出しなければならない。 

 

（協力） 

第１２条 補助金被交付者は、環境施策の推進に必要な市の取組に協力するも

のとする。 

 

（交付の決定の取消） 

第１３条 市長は、第６条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の

各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消す

ことができる。 

（1） 虚偽その他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき 



（2） 第３条第２項の各号のいずれかに該当すること若しくは該当していた

ことが判明したとき 

（3） 第７条に基づく補助金の交付の条件に違反したとき 

（4） 第８条に基づく補助金の請求を行わないとき 

（5） 第１０条に基づく交付申請の取り下げがあったとき 

（6） 第１１条第 1 項の規定による管理を怠ったとき 

（7） 前各号に類するもので、市長が必要と認めるとき 

２ 市長は前項の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合は、高槻市エコ

ハウス補助金交付取消通知書（様式第９号）により、通知する。 

 

（補助金の返還） 

第１４条 補助金被交付者は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定を

取り消された場合は、市長が定める期日までに、当該補助金の額を返還しなけ

ればならない。 

 

（加算金及び延滞金） 

第１５条 補助金被交付者は、第１４条の規定により補助金の返還を求められ

たときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、

当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、

既納額を控除した額とし、１００円未満の端数があるときはこれを切り捨て

る。）につき、年７．３パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助金

被交付者の納付した金額が返還を求められた補助金の額に達するまでは、そ

の納付額は、まず当該返還を求められた補助金の額に充てられたものとする。 

３ 補助金被交付者は、第１項に定める場合を除き、補助金の返還を求められ、

これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日まで

の日数に応じ、その未納額（その一部を納付した場合におけるその後の期間に

ついては、既納額を控除した額とし、１００円未満の端数があるときはこれを

切り捨てる。）につき、年７．３パーセントの割合で計算した延滞金を市に納

付しなければならない。 

４ 市長は、補助金被交付者が第１項又は前項の規定により補助金に係る加算

金又は延滞金を納付する場合において、やむを得ない事情があると認めると

きは、当該補助金被交付者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を

免除することができる。 

  附 則 



   この要綱は、平成２５年４月８日から施行する。 

 

附 則 

   この要綱は、平成２６年４月２日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

２ この要綱は、その施行の日から５年以内に補助対象経費（補助率）につい

て検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

３ 改正後の要綱第１４条の規定は、延滞金又は延滞利息のうち平成２６年

４月２日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対

応するものについては、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

２ この要綱は、その施行の日から５年以内に補助対象経費（補助率）につ

いて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

２ この要綱は、その施行の日から５年以内に補助対象経費（補助率）につ

いて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

２ この要綱は、その施行の日から５年以内に補助対象経費（補助率）につ

いて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



２ この要綱は、その施行の日から５年以内に補助対象経費（補助率）につ

いて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

附 則 

１ この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和２年７月２０日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


